
平成２７年６月

定 例 教 育 委 員 会 会 議

会 議 録

平成２７年６月１１日開催



- 1 -

会 議 録

開 催 日 時
平成２７年６月１１日（木） 午後３時 開会

午後３時２３分 閉会

場 所 旭川市教育委員会 会議室

委 員
委員長 金丸 浩一，委 員 中島 智子，委 員 滝山 義之

教育長 小池 語朗

学校教育部長 田澤 清一 社会教育部長 高橋 いづみ
出

学校教育部次長 金子 圭一 社会教育部次長 森山 素子

事 学校教育部次長 片岡 晃恵 文化振興課長 谷口 達治

席
説 明 員

教職員担当課長 林上 敦裕 文化ホール担当課長 石原 充浩

務
公民館事業課長 阿部 孝浩

者 中央図書館長 杉山 一彦

局
事 務 局

教育政策課課長補佐 松浦 宏樹

職 員
同 教育政策係 鎌田 和宏

同 阿部 由里夏

傍 聴 者 ０人

公開・非公開の別 一部非公開

１ 開会

２ 会議録署名委員

３ 前回会議録

４ 審議事項

・議案第１号 旭川市公民館運営協議会委員の委嘱について

・議案第２号 旭川市図書館協議会委員の任命について

・議案第３号 旭川市民文化会館運営審議会委員の委嘱について

・報告第１号 旭川市教育委員会事務局職員等の人事異動（臨時代理）

について

・報告第２号 旭川市立小中学校教職員人事の内申（臨時代理）につい

て

５ 報告事項

会 議 次 第 （１） 国の登録有形文化財（建造物）への登録について

６ その他

７ 閉会
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審 議 内 容

発 言 者 発 言 要 旨

《 開 会 》

委 員 長 本日は，金谷委員から欠席する旨の届出があり，出席委員は４人であります。

在任委員の過半数に達しており，会議は成立いたしますので，ただいまから，平

成２７年６月定例教育委員会会議を開会いたします。

《会議録署名委員》

委 員 長 本日の会議録署名委員は，中島委員，滝山委員を指名します。

《 前回会議録 》

委 員 長 会議録ですが，平成２７年５月定例教育委員会会議（平成２７年５月２８日

開催）の会議録については，現在調製中でございますので，調製後，承認すると

いうことでよろしいですか。

各 委 員 異議ありません。

委 員 長 「異議なし。」と認め，平成２７年５月定例教育委員会会議の会議録については，

調製後，承認することといたします。

《 審 議 事 項 》

委 員 長 それでは，審議事項に入ります。

議案第１号「旭川市公民館運営協議会委員の委嘱について」，議案第２号

「旭川市図書館協議会委員の任命について」，議案第３号「旭川市民文化

会館運営審議会委員の委嘱について」，報告第２号「旭川市立小中学校教

職員人事の内申（臨時代理）について」及び報告事項（１）「国の登録有

形文化財（建造物）への登録について」ですが，その性質上，地方教育行

政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第

７６号）による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３

条第６項ただし書の規定により秘密会といたしたいと思いますが，いかが

ですか。

各 委 員 異議ありません。

委 員 長 「異議なし。」と認め，議案第１号「旭川市公民館運営協議会委員の委

嘱について」，議案第２号「旭川市図書館協議会委員の任命について」，議

案第３号「旭川市民文化会館運営審議会委員の委嘱について」，報告第２

号「旭川市立小中学校教職員人事の内申（臨時代理）について」及び報告

事項（１）「国の登録有形文化財（建造物）への登録について」は，秘密

会とし，他の議案等の後に審議することといたします。

報告第１号「旭川市教育委員会事務局職員等の人事異動（臨時代理）に

ついて」，報告願います。

片岡学校教育部次長 報告第１号「旭川市教育委員会事務局職員等の人事異動（臨時代理）に

ついて」，報告します。

平成２７年５月１８日付けから平成２７年６月１日付けまでの旭川市教

育委員会事務局職員等の人事異動につきまして，緊急に処理する必要があ

りましたので，旭川市教育委員会事務委任規則第１条第２項の規定により，

報告第１号別紙のとおり教育長が臨時に代理し，同条第３項の規定により
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報告するものであります。

主なものといたしましては，臨時的任用職員，非常勤嘱託職員の任用に

よるものでございます。具体的な内訳といたしましては，新規に任用した

臨時的任用職員が５名，非常勤嘱託職員が１名となっております。

委 員 長 報告第１号「旭川市教育委員会事務局職員等の人事異動（臨時代理）に

ついて」，御意見，御質問等はありますか。

各 委 員 ありません。

委 員 長 それでは，報告第１号「旭川市教育委員会事務局職員等の人事異動（臨

時代理）について」は，報告のとおり了承することで御異議ありませんか。

各 委 員 異議ありません。

委 員 長 「異議なし。」と認め，報告第１号「旭川市教育委員会事務局職員等の

人事異動（臨時代理）について」は，報告のとおり了承します。

《 そ の 他 》

委 員 長 他に，何かありますか。

各 委 員 ありません。

事 務 局 職 員 ありません。

《 秘 密 会 》

委 員 長 ここからは，秘密会といたします。

【以下，非公開】


